
資料１ 

仕 様 書 案 

 

 

１ 件名 

  プラスチック使用製品廃棄物の再商品化業務委託（単価契約） 

 

２ 履行期間 

  令和８年10月１日から令和９年３月31日まで 

 

３ 処理品目 

  練馬区（以下「甲」という。）が回収し、プラスチックに係る資源循環の促進等に関

する法律（令和３年法律第60号。以下「法」という。）に定める分別基準および公益財

団法人日本容器包装リサイクル協会が定める引取り品質ガイドラインの基準に相当する

よう選別、圧縮および梱包した「プラスチック容器包装」および「製品プラスチック」 

 ⑴ 甲が回収する品目 

  ア プラスチック容器包装 

    法第33条第２項第１号に規定するプラスチック容器包装廃棄物 

  イ 製品プラスチック 

    「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き（環境省）」に定めるものの

うち、プラスチック素材100％であるもの 

 ⑵ ベールの種別、寸法、重量および結束材 

種別 寸法（mm） 重量（kg） 結束材 

プラスチック容器

包装・製品プラス

チック 

1,000×1,000×1,

000 

250～350 PPバンド・フィル

ム巻き 

 

４ 予定数量 

プラスチック容器包装 2,384,000kg 

製品プラスチック 1,194,000kg 

 ※ 予定数量は推計量であり、気象条件、社会的要因等により変動することも考えられ

るが、臨機に対応すること。 

 

 



５ 委託内容 

 ⑴ 運搬 

   受託者（以下「乙」という。）は、運搬車両を別途区が指定する中間処理施設（練

馬区からの走行距離が、往復で約45km圏内の位置に所在する施設）まで配車して、３

の⑵のベールを乙所有の再生処理施設まで運搬すること。なお、引取りの車両は10ト

ン車１台程度とし、引渡しの日時等は事前に甲乙協議の上、決定する。 

 ⑵ 計量 

   乙所有の施設にてベールを車両ごとに計量し、計量の結果および搬入日時を明示し

た伝票を作成すること。 

 ⑶ 再商品化 

  ア 乙所有の施設にて、搬入したプラスチック容器包装および製品プラスチックを材

料リサイクルにより再商品化すること。なお、材料リサイクルできなかった不適物

についても、可能な限り別手法による再商品化を行い、再商品化できなかったもの

については、適切に処理すること。 

  イ 再商品化に当たっては、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に

係る再商品化計画の認定申請の手引き」（以下「認定申請の手引き」という。）に

よる品質基準（収率基準および再商品化製品の品質基準）を満たすこと。 

    なお、当該基準を満たすことができない場合は、その要因の詳細を甲に報告する

こと。 

 ⑷ その他 

  ア 実施状況の現地確認への協力 

    本業務が適正に実施されていることを確認するために、甲が１年に１回以上実施

する現地確認に立ち会うとともに、帳簿、書類その他の物件の検査に協力すること。 

  イ 品質調査（組成調査）の実施 

    認定申請の手引きに定める方法により、甲および公益財団法人日本容器包装リサ

イクル協会の立会いのもと、処理品目の品質検査（組成調査）を実施すること。 

  ウ 再商品化製品の品質検査 

    認定申請の手引きに定める再商品化製品の品質検査について、乙が専門の測定機

関に委託することで実施し、その結果を甲に報告すること。 

 

 

 



６ 報告 

 ⑴ 日次報告 

   搬入日の翌営業日までに計量結果を甲に報告すること。 

 ⑵ 月次報告 

   別に甲が定める日までに、認定申請の手引きに定める方法により甲に必要な報告を

行うこと。 

 

７ 契約単価 

 ⑴ プラスチック容器包装 

   搬入されたプラスチック容器包装１kg当たりの処理費用（税抜）を契約単価とする。 

 ⑵ 製品プラスチック 

   搬入された製品プラスチック１㎏当たりの処理費用（税抜）を契約単価とする。 

 

８ 支払方法 

 ⑴ プラスチック容器包装に係る費用 

  ア 甲は、小規模事業者負担分（予定数量から特定事業者責任比率に係る量を除いた

ものをいう。）に係る費用を支払うものとし、乙は、特定事業者分に係る費用は、

別途、乙と公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が締結する契約に基づき、同

協会から支払いを受けるものとする。 

  イ 小規模事業者負担分の費用は月払いとし、５の委託内容および６の⑵の月次報告

の内容についての検査合格後、月ごとの処理費用を合算した額（税込）を適法な請

求書を受領してから速やかに支払うものとする。 

 ⑵ 製品プラスチックに係る費用 

   月払いとし、５の委託内容および６の⑵の月次報告の内容についての検査合格後、

月ごとの処理費用を合算した額（税込）を適法な請求書を受領してから速やかに支払

うものとする。 

 

９ その他 

 ⑴ 本業務の履行に際しては、別紙１「区の回収等事業委託に関する遵守事項」を遵守

すること。 

 ⑵ 本件の履行に当たって引き渡すプラスチック容器包装および製品プラスチックの所

有権は、引き渡された時点で甲から乙に移転するものとする。 



 ⑶ 契約単価、支払金額の算定方法については、別紙２「単価契約に係る特記仕様書」

を参照すること。 

 ⑷ 本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。 

 

10 担当 

  練馬区環境部清掃リサイクル課リサイクル推進係 中澤・池田・川久保 

  電話：03-5984-1097（直通） FAX：03-5984-1227 



                                    別紙１ 

区の回収等事業委託に関する遵守事項 

 

練馬区（以下「甲」という。）から回収等事業委託を受けた受託者（以下「乙」と

いう。）は、契約書、仕様書等に定めのない事項について、本遵守事項に従い契約を

履行しなければならない。 

 

（基本事項） 

第１ 乙は、この契約の履行にあたって、甲の事業委託であることを認識し、甲の信

頼を失墜させることのないよう取り組まなければならない。 

（法令遵守） 

第２ 乙は、道路交通法（昭和35年法律第105号）その他の関係法令を遵守すること。 

（環境保護） 

第３ 乙は、練馬区環境方針を踏まえ、環境関連法令の遵守とともに、環境負荷の低

減に努めること。 

２ 乙は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年12月東京都条例

第215号）に適合した車両を使用すること。 

３ 乙は、使用する車両の自動車検査証の写しを事前に甲に提出すること。 

（事業実施） 

第４ 乙は、つぎの各号に掲げる事項に留意し事業を実施すること。 

⑴ ユニフォームなど適正で清潔な作業着を着用し、区民に疑義・不快の念を持た

れるような服装をしないこと。 

⑵ くわえ煙草をして作業をしないこと。 

⑶ 乱暴な作業をしないこと。 

⑷ 区民等に対して乱暴な言動をしないこと。 

 ⑸ 不要な騒音を出さないようにすること。 

 ⑹ 地域住民・事業所の活動の妨げにならないようにすること。 

 ⑺ 適切な感染予防対策をとること。 

（品質保持） 

第５ 乙は、事業実施時の回収品等の取り扱いについて、資源としての価値を損ねな

いように十分注意すること。 

２ 乙は、事業実施の過程で発生する残渣については適正に処理すること。 

３ 乙は、事業実施に回収品等の資源化も含む場合は、甲に対して資源化ルートを報

告すること。 

（安全対策） 

第６ 乙は、事業実施時につぎの各号に掲げる安全確保に努め、対策を徹底すること。 

⑴ 回収物の散逸や落下等を防止するための措置を講ずる等、交通安全対策には細

心の注意を払い事故のないように努めること。 

⑵ 区民に対する安全確保に留意すること。 

⑶ 従事者に対し、感染予防対策を含め、安全衛生の指導管理を徹底させること。 

２ 甲は必要があると認めるときは、免許証携帯およびアルコールチェックの管理簿

の提出を乙に求めることができる。 

（事故対応） 



第７ 乙は、事業実施時に事故が発生した場合は、直ちに作業を中止し、人身、対物、

過失の有無および被害の大小を問わず、速やかに甲および関係機関に事故の一報をす

ること。 

２ 乙は、事故の発生日時、場所、事業者名・従事者氏名、相手方氏名・住所・連絡

先、事故内容および対応状況を甲に文書で提出すること。 

３ 乙は、誠意をもって事故の対応を行うこと。 

４ 乙は、事故処理が終了した場合には、甲にその報告を行うこと。 

（その他対応事項） 

第８ 乙は、積雪などの天候不順時にも作業が遂行できるようにしておくこと。ただ

し、通常作業が困難な場合は、速やかに甲に連絡し、甲からの指示を受けること。 

２ 乙は、自然災害などが発生した場合は、甲からの指示に対応できるよう、緊急体

制を取っておくこと。 

３ 乙は、事業実施に支障をきたす事象が発生した場合は、速やかに甲に報告し、協

議のうえ、適切な対応を図ること。 

４ 乙は、事業実施における回収漏れ等の過失が判明した場合は、甲に速やかに報告

するとともに、遅滞なく回収を行うなどの対応を行うこと。 

５ 乙は、事業実施時において住民から苦情・要望等があった場合は、速やかに甲に

その要旨を報告すること。 

（計量） 

第９ 乙は、事業実施に回収品等の計量を伴う場合は、計量法（平成４年法律第51

号）に基づく検定および定期検査に合格した電気抵抗線式はかり（台貫）を使用する

こと。ただし、乙が事前に甲に協議し、甲が認めた場合は、この限りでない。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、前項の検定および検査合格証明書等の写しの

提出を乙に求めることができる。 

（立入り） 

第10 乙は、回収事業等に関して甲が行う立入り、調査等について積極的に協力をし

なければならない。 

（違背） 

第11 乙は、契約書、仕様書および本遵守事項（以下「指定事項」という。）に違背

した場合、甲の求める改善指示に応じなければならない。 

２ 乙は、指定事項に関する重度な違背を行った場合または二回にわたって甲の改善

指示に違背した場合は、つぎの各号に掲げる対応をとらなければならない。 

⑴ 違背した理由を文書により報告および説明すること。 

⑵ 即時に改善等の対応をすること。 

⑶ 指定事項および甲の改善指示に沿った改善策を示すこと。 

３ 甲は、乙が指定事項に違背した場合は、乙に対して配車変更等を一定期間指示す

ることができる。 

（その他） 

第12 事業実施にあたり乙が行った投資について甲は責任を負わない。 

２ 本遵守事項に定めのない事項は、甲および乙が協議のうえ、決定する。 



 

 
 



 

別紙 2 

 
単価契約に係る特記仕様書 

 

 
１ 契約単価 

 
 契約単価は、別紙内訳書記載の単価（消費税を含まない単価）に１００

分の１１０を乗じて得た金額とし、単価個々の消費税相当の表示は行わな

いものとする。 

 

 
２ 支払金額の算定方法 

 
 支払金額は、消費税を含まない単価で計算した金額に消費税相当額

（10％）を加算した額とする。 

 この支払い金額に端数が生じた場合は、１円未満の金額を切り捨てる。 

 


